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   介護老人保健施設カノープス・羽生 

  入 所 

  重 要 事 項 説 明 書 
    （令和７年４月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）事業者 

事業者の名称 一般社団法人 羽生市医師会 

法人所在地 〒348-0051 埼玉県羽生市大字本川俣１３０５番地 

代表者氏名 会長  太 田 万 郷 

電話番号 ０４８－５６１－５５３９ 

（２）施設 

施設の名称 介護老人保健施設 カノープス☆羽生 

開設年月日 平成９年５月２０日 

所在地 〒348-0051 埼玉県羽生市大字本川俣１３０５番地 

電話番号 ０４８－５６３－３３２２ 

ファックス番号 ０４８－５６０－１３１４ 

管理者氏名 施設長  鈴 木 公 明 

介護保険指定番号 埼玉県１１５３９８００１８号 

（３）事業の目的と運営方針 

事業の目的 

当施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下

における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の

お世話を行うことにより、入所者の能力に応じた日常生活を営むこ

とができるよう自立を支援し、家庭復帰を促進すること。また、（介

護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション、

（介護予防）訪問リハビリテーションといったサービスを提供し、

利用者の方が要介護の状態を悪化させずに居宅での生活が継続でき

るよう支援することを目的としています。 

運営方針 

１．利用者の意思及び人格を尊重して、生きがいのある生活が営め

るよう、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

２．地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援

センター､居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護

保険施設並びにその他の保健医療サービスまたは、福祉サービ

スを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提

供に努めます。 

（４）施設定員等 

入所定員 １００名 

療養室 
【従来型個室】 個室Ⅰ ４室、個室Ⅱ  ２室 

【多床室】   ２人室 １室、４人室 ２３室 

通所定員 ４５名 
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（５）施設の職員体制 

従業者の職種 総数 常勤 非常勤 兼務 夜間 保有資格等 

管理者 １ １    
皮膚科 

 
医師 1 １  ※１１  

薬剤師 １  １    

介護支援専門員 １ １    

介護支援専門員   ６名 

社会福祉士     １名 

看護師      １１名 

准看護師      ５名 

介護福祉士    ２２名 

ヘルパー１級    ２名 

ヘルパー２級    ９名 

介護職員初任者研修 ２名 

理学療法士     ３名 

作業療法士     １名 

言語聴覚士     １名 

管理栄養士     ３名 

支援相談員 ３ ３    

看護職員 １６ ９ ７  １ 

介護職員 ３０ ２３ ７  ３ 

理学療法士 ３ ３  ※２１  

作業療法士 １ １  ※２１  

言語聴覚士 １ １    

管理栄養士 ３ ２ １ ※3２  

事務職員 ４ ４    

   

※１ 管理者と兼務    

※２ 訪問リハビリテーションと兼務   

  ※３ 通所と兼務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

２．サービス内容 

  

種  類 内  容 

施設サービス計画 

・ご本人、ご家族の希望を優先に取り入れ、その方の生活歴、居住環

境、身体状況等を加味し、専門職の視点から見た課題等を総合的に

判断し作成しています。施設ではその計画書に基づき生活リハビリ

や認知症の方への専門的アプローチを行います。 

食  事 

・食事は原則として食堂でおとりいただきます。 

・月３回程度、セレクト食を提供しています。 

（食事時間） 朝食  ７時３０分～ ８時３０分 

昼食 １２時００分～１３時００分  

夕食 １８時００分～１９時００分   

医学的管理・看護 ・病状に合わせた医療、看護を提供します。 

機能活動・運動 

・個々の利用者を把握し、生活環境の整備と活動を提供することによ

り機能の維持や低下を防止するよう努めます。また状態に合わせ早

期に集中的な個別の対応や認知・作業活動の対応も行います。 

入  浴 

・一般浴槽のほか、入浴に介助を要する方には特別浴槽で対応します。 

・入所者は、週に最低２回ご利用いただけます。ただし、利用者の体

調により清拭となる場合があります。 

介  護 

・ご本人の状態を把握し、適切な介護を提供いたします。 

・寝たきり防止のため出来る限り離床に配慮します。 

・毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。また、適切な整容が行われ

るよう援助します。なお、シーツ交換は、週 1回実施します。 

相談援助 
・利用者及びご家族からの相談について、誠意を持って応じ、可能な

限り必要な援助を行います。（相談窓口）支援相談員 

栄養管理・療養食 
・栄養と利用者の身体状況に配慮した食事を提供します。 

・医師の発行する食事箋に基づき、病状に合わせた食事を提供します。 

経口移行・維持 ・経口摂取移行、維持するための栄養管理を行います。 

特別室 ・個室を用意しております。 

理容・美容 ・理髪店の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

レクリエーション 

クラブ活動 

・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活

を実りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を企画しま

す。また、クラブ活動（手芸、園芸、書道、音楽、絵画クラブ等）

にも参加いただけます。 

社会生活上の便宜 ・介護保険に関する手続きが必要な場合は、代わりに行います。 

 

 

※サービスの中には、利用者のご希望により提供するサービスがありますので、[介護施設サ

ービスについて]を参照し支援相談員にご相談ください。 
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３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の容態が急変した場合等に、速

やかに対応していただけるようにお願いしています。 

（１）協力医療機関 

① 名 称 医療法人 十善病院 ② 名 称 医療法人徳洲会 羽生総合病院 

所在地 埼玉県加須市愛宕１－９－１６   所在地 埼玉県羽生市下岩瀬４４６番地 

③ 名 称 医療法人至信会 池沢神経科病院 

  所在地 埼玉県羽生市下新郷５５１ 

（２）協力歯科医療機関 

① 名 称 たかは歯科 

  所在地 埼玉県羽生市上新郷５７０８－６ 

 

◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「契約書」にご記入いただいた連絡先にご連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

受  診 

・施設利用中は医療保険の適用が限定されるため、他の医療機関に自由に受診

することはできません。受診した際は、領収書を事務にご提示ください。 

・受診の際は、施設の情報提供書が必要ですので、外出外泊時に急変で受診が

必要となった場合は、必ず施設にご連絡ください。 

お  薬 

・施設利用中に服薬いただくお薬は、施設長の判断により変更されたり、入所

前に飲まれていたお薬と効果は同じですが、名前・形状の異なる薬（ジェネ

リック医薬品）を使用したりすることがあります。 

外出・外泊 

・外出外泊の際は、外出外泊届をご提出ください。また、ご本人の体調によっ

ては外出外泊できない場合があります。 

・外泊の方は内服薬の準備がありますので、できるだけ前日までにご連絡くだ

さい。 

・外出外泊からお戻りの際には、必ずサービスステーションにお立ち寄りくだ

さい。外泊の方は書類（外泊・外出のおたより）をお預かりします。 

食  事 

・施設利用中は、施設のご提供する食事をお召し上がりいただきます。施設で

は、管理栄養士が利用者の心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理を

行っておりますので、特段の事情がない限り食事の持ち込みは原則禁止です。 

面  会 

・面会時間は８時３０分から１９時００分です。１７時３０分以降は自動ドア

の電源を切ってしまいますので、引き戸より入退室下さい。 

・面会時には必ず面会者申請書に記入してください。 

・ご家族との面会はとても大切なことです。できる限りコミュニケーションを

とるようお願いします。 

・感染症等が流行している場合、リモート面会（ＺＯＯＭ使用）や面会禁止と

なる事がございます。 

飲酒・喫煙 
・飲酒は行事等の特別な場合を除いて一切禁止です。 

・施設内は禁煙です。 

居室・設備・器具

の利用 

・施設内の居室や設備、器具のご利用により破損等が生じた場合、賠償いただ

くことがあります。 

・設備及び器具の利用、所持品等の持ち込みは支援相談員にご相談ください。 

金銭・貴重品の等

の管理 

・金銭、貴重品は盗難、紛失の恐れがありますので持ち込みはご遠慮ください。

万一紛失されても、施設は責任を負いかねます。 

動物飼育 
・施設内でのペットの飼育はご遠慮ください。ペットをお連れした場合はご相

談下さい。 

宗教活動・政治活

動・営利行為 

・思想、宗教等はご自由ですが、多くの方に安心して療養生活を送っていただ

くために、施設内での宗教活動、政治活動、営利行為は、禁止します。 

その他 ・施設の清潔、整頓、その他の衛生保持にご協力ください。 
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５．非常災害対策 

防災設備 
消火器、屋内消火栓、防火用水、非常通報装置、非常警報設備、 

非常電源設備、スプリンクラー等 

防災訓練 年２回（避難訓練、通報訓練、消火訓練） 

非常用食料 ３日分の備蓄 

 

６．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談く

ださい。 

当施設ご利用 

相談室 

窓口担当：支援相談員 遠藤・高橋 

対応時間：毎日８時３０分～１７時３０分 

受付電話：０４８－５６３－３３２２ 

※談話コーナー（自動販売機設置）側に備え付けられた「ご意見箱」を

ご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

その他行政等の 

介護保険に関す

る相談、苦情窓

口 

①羽生市市民福祉部 高齢介護課 介護保険係 

TEL ０４８－５６１－１１２１（代表） 

FAX ０４８－５６３－４５８１ 

②埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係 

TEL ０４８－８２４－２５６８（苦情相談専用） 

FAX ０４８－８２４－２５６１ 

 

７．事故発生時の対応 

  サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を講じます。 

  ・施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機

関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

  ・当施設は利用者のご家族等、利用者又は契約者が指定する者及び保険者の指定する行政

機関に対して速やかに連絡します。 

 

８．その他 

  当施設では、第三者による評価の実施状況はありません。 

当施設についての詳細は、パンフレット等を用意してありますので、ご覧ください。 
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介護保健施設サービスについて 

（令和７年４月１日現在） 

 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、介護保険被保険者証を確認させていただきます。 

 

２．介護保健施設サービスの概要 

当施設でのサービスは、施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、入所者・ご家族の

希望を優先的に取り入れ、さらに専門職の視点から総合的に判断し作成されます。この計画案の内容に

ついてご説明し、相談の上同意をいただき、施設サービス計画を決定します。 

 

３．利用料金 

当施設の利用料金には、介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）の７．５％をそれぞれ総単位数に乗算したも

のが加算されています。また、当施設の所在地である羽生市は６級地に該当し、１単位の単価は１０．

２７円です。以下の参考金額は便宜上、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）と地域区分単価を含めての表示と

なっており、これらの金額は、端数処理により若干異なる場合があります。 

 

利用者負担金 ＝  基本料金 ＋ 加算   の１割 (又は２割か３割※) 

             （➀)   （②）    

 

※負担割合は、市区町村から交付される介護保険負担割合証に記載してあります。 

 

 

（１）基本料金 

介護保険制度では、ご利用する療養室、要介護の程度によって利用料が異なります 

 

① 介護保健施設サービス費Ⅰ【基本型】（ⅰ・ⅲ） 

個室 金  額 参 考 金 額 多床室 金  額 参 考 金 額 

要介護１ 
７,９１８ 

円／日 

１割 ７９２円／日 

要介護１ 
８,７５０ 

円／日 

１割 ８７５円／日 

２割 １,５８４円／日 ２割 １,７５０円／日 

３割 ２,３７６円／日 ３割 ２,６２５円／日 

要介護２ 
８,４２１ 

円／日 

１割 ８４３円／日 

要介護２ 
９,３０４ 

円／日 

１割 ９３１円／日 

２割 １,６８５円／日 ２割 １,８６１円／日 

３割 ２,５２７円／日 ３割 ２,７９２円／日 

要介護３ 
９,１４０ 

円／日 

１割 ９１４円／日 

要介護３ 
１０,０２３ 

円／日 

１割 １,００３円／日 

２割 １,８２８円／日 ２割 ２,００５円／日 

３割 ２,７４２円／日 ３割 ３,００７円／日 

要介護４ 
９,７４６ 

円／日 

１割 ９７５円／日 

要介護４ 
１０,６０８ 

円／日 

１割 １,０６１円／日 

２割 １,９５０円／日 ２割 ２,１２２円／日 

３割 ２,９２４円／日 ３割 ３,１８３円／日 

要介護５ 
１０,２９０ 

円／日 

１割 １,０２９円／日 

要介護５ 
１１,１７３ 

円／日 

１割 １,１１８円／日 

２割 ２,０５８円／日 ２割 ２,２３５円／日 

３割 ３,０８７円／日 ３割 ３,３５２円／日 

※以下に該当する際は、個室を利用した場合でも、多床室扱いになります。 

ア 感染症等により、個室対応の必要があると医師が判断した場合（３０日間に限る） 

イ 著しい精神症状等により、他の利用者へ重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、個室対応の

必要があると医師が判断した場合 
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介護保険施設サービス費Ⅰ【在宅強化型】（ⅱ・ⅳ） 

個室 金  額 参 考 金 額 多床室 金  額 参 考 金 額 

要介護１ 
８,６９８ 

円／日 

１割 ８７０円／日 

要介護１ 
９,６１２ 

円／日 

１割 ９６２円／日 

２割 １,７４０円／日 ２割 １,９２３円／日 

３割 ２,６１０円／日 ３割 ２,８８４円／日 

要介護２ 
９,５３０ 

円／日 

１割 ９５３円／日 

要介護２ 
１０,４５４ 

円／日 

１割 １,０４６円／日 

２割 １,９０６円／日 ２割 ２,０９１円／日 

３割 ２,８５９円／日 ３割 ３,１３７円／日 

要介護３ 
１０,２４９ 

円／日日 

１割 １,０２５円／日 

要介護３ 
１１,１９４ 

円／日 

１割 １,１２０円／日 

２割 ２,０５０円／日 ２割 ２,２３９円／日 

３割 ３,０７５円／日 ３割 ３,３５９円／日 

要介護４ 
１０,８７５ 

円／日 

１割 １,０８８円／日 

要介護４ 
１１,８３１ 

円／日 

１割 １,１８４円／日 

２割 ２,１７５円／日 ２割 ２,３６７円／日 

３割 ３,２６３円／日 ３割 ３,５５０円／日 

要介護５ 
１１,４８１ 

円／日 

１割 １,１４９円／日 

要介護５ 
１２,４１６ 

円／日 

１割 １,２４２円／日 

２割 ２,２９７円／日 ２割 ２,４８４円／日 

３割 ３,４４５円／日 ３割 ３,７２５円／日 

 

 

 

 

 

項 目 金 額 参 考 金 額 備 考 

夜勤職員配置加算 ２６７円／日 

１割 ２７円／日 

基準以上の夜勤職員を配置した場合 ２割 ５４円／日 

３割 ８１円／日 

サービス提供体

制強化加算(Ⅰ)  
２４６円／日 

１割 ２５円／日 介護職員の総数のうち介護福祉士を８０％

以上配置又は勤続１０年以上介護福祉士３

５％以上配置 
２割 ５０円／日 

３割 ７４円／日 

初期加算（Ⅰ） ６６７円／日 

１割 ６７円／日 急性期の医療機関の一般病棟への入院後 

３０日以内に退院し、入所した者に対して

算定 
２割 １３４円／日 

３割 ２０１円／日 

初期加算（Ⅱ） ３２８円／日 

１割 ３３円／日 

入所日より３０日以内の期間算定 ２割 ６６円／日 

３割 ９９円／日 

栄養マネジメン

ト強化加算 
１２３円／日 

１割 １３円／日 低栄養状態リスクが高い入所者に対して栄養計

画に従いミールラウンドを週３回以上行い、入所

者ごとの栄養状態等の情報を厚労省へ提出した

場合 

２割 ２５円／日 

３割 ３７円／日 

療養食加算 ６１円／回 

１割 ７円／回 
医師の食事箋に基づく療養食(※１)を提供

した場合(１日３回限度) 
２割 １３円／回 

３割 １９円／回 

 

 

 

※１ 医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病

食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食。 

 

②加算（該当する場合に加算されます） 
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項 目 金 額 参 考 金 額 備 考 

短期集中リハビリ

テーション実施

加算（Ⅰ） 

２,８４４ 

円／日 

１割 ２８５円／日 集中的な個別リハビリを実施した場合（入所日か

ら３ヶ月以内）であって、かつ１月に１回以上評

価を行い、厚労省に提出し、必要に応じて計画を

見直ししていること。 

２割 ５６９円／日 

３割 ８５４円／日 

認知症短期集中

リハビリテーシ

ョ ン 実 施 加 算

（Ⅰ） 

２,６４９ 

円／日 

１割 ２６５円／日 リハビリを担当する PT,OT,ST が適切に配置さ

れ、適切な入所者数でリハビリを行え、退所後生

活する居宅等を訪問し生活環境を踏まえたリハ

ビリ計画を作成していること（入所日から３ヶ月

以内。週３回限度） 

２割 ５３０円／日 

３割 ７９５円／日 

リハビリテーシ

ョンマネジメン

ト計画書情報加

算（Ⅱ） 

３５９円／月 

１割 ３６円／月 入所者ごとのリハビリテーション実施計画

の内容を厚労省に提出し、当該情報その他

リハビリテーションの適切かつ有効な実施

の為に必要な情報を活用していること 

２割 ７２円／月 

３割 １０８円／月 

外泊時費用 
３,９９５ 

円／日 

１割 ４００円／日 
外泊時居室を確保している場合算定（外泊

初日及び最終日除く。月６日限度） 
２割 ７９９円／日 

３割 １,１９９円／日 

緊急時治療管理 
５,７２０ 

円／日 

１割 ５７２円／日 
入所者の病状が重篤となり救命救急医療が

必要となった場合（月３日限度） 
２割 １,１４４円／日 

３割 １,７１６円／日 

所定疾患施設療

養費(Ⅱ) 

５,２９９ 

円／日 

１割 ５３０円／日 肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不

全の憎悪の方に投薬・検査・注射・処置を行った

ことに加え、感染症対策に関する研修を受講した

医師が、診断に至った経緯をカルテに記載した場

合(月１０日限度) 

２割 １,０６０円／日 

３割 １,５９０円／日 

褥瘡マネジメン

ト加算（Ⅰ） 
３０円／月 

１割 ３円／月 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリス

クについて入所時に評価するとともに少な

くとも３月に 1 回評価を行い、それを厚労

省に提出し、発生リスクがある入所者に対

しては褥瘡ケア計画を作成している場合 

２割 ６円／月 

３割 ９円／月 

褥瘡マネジメン

ト加算（Ⅱ） 
１４３円／月 

１割 １５円／月 （Ⅰ）に加え、入所時の評価で褥瘡が発生するリ

スクがあるとされた入所者について褥瘡の発生

のないこと。褥瘡が治癒したこと 
２割 ２９円／月 

３割 ４３円／月 

排せつ支援加算

（Ⅰ） 
１１２円／月 

１割 １２円／月 
排泄に介護を要する方のうち身体機能の向上や

環境の調整等によって介護を軽減できると判断

された入所者で、ご本人が希望する場合、多職種

の職員が原因の分析・支援計画の作成及び支援を

し、評価の結果を 3 月に 1 回厚労省へ提出した場

合 

２割 ２３円／月 

３割 ３４円／月 

排せつ支援加算

（Ⅱ） 
１６４円／月 

１割 １７円／月 （Ⅰ）に加え施設入所時と比較して排尿・排便の

状態の少なくとも一方が改善するとともに悪化

がない。又はオムツ使用からなしへ改善した場

合。又は、尿道カテーテルが留置されていたもの

について、尿道カテーテルが抜去された場合 

２割 ３３円／月 

３割 ５０円／月 

排せつ支援加算

（Ⅲ） 
２２５円／月 

１割 ２３円／月 （Ⅰ）に加え施設入所時と比較して排尿・排便の

状態の少なくとも一方が改善するとともに悪化

がない。又は、尿道カテーテルが留置されていた

ものについて、尿道カテーテルが抜去された場合

かつ、オムツ使用からなしへ改善した場合 

２割 ４５円／月 

３割 ６８円／月 
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項 目 金 額 参 考 金 額 備   考 

若年性認知症入所

者受入加算 

１,３２４ 

円／日 

１割 １３３円／日 
若年性認知症入所者（６５歳未満）に対し、

施設サービスを行った場合 
２割 ２６５円／日 

３割 ３９８円／日 

入所前後訪問指導

加算(Ⅰ) 

４,９７０ 

円／回 

１割 ４９７円／回 入所予定３０日以内又は、入所後７日以内に退所

後生活する居宅又は他の社会福祉施設等を訪問

し施設サービス計画の策定及び診療方針の決定

を行った場合 

２割 ９９４円／回 

３割 １,４９１円／回 

入所前後訪問指導

加算(Ⅱ) 

５,２９９ 

円／回 

１割 ５３０円／回 入所予定３０日以内又は、入所後７日以内に退所

後生活する居宅又は他の社会福祉施設等を訪問

し施設サービス計画の策定及び診療方針の決定

にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定め生

活に係る支援計画を策定した場合 

２割 １,０６０円／回 

３割 １,５９０円／回 

在宅復帰・在宅療

養支援機能加算

(Ⅰ) 

５６４円／日 

１割 ５７円／日 在宅復帰において規定の条件を満たし、な

おかつ地域に貢献する活動を行っている場

合。 

２割 １１３円／日 

３割 １７０円／日 

退所時情報提供加

算（Ⅰ） 

５，５２５ 

円／回 

１割 ５５３円／回 居宅に退所する入所者について、主治医に

対し、当該入所者の診療情報（心身の状況、

生活歴等）を示す情報提供をした場合 

２割 １,１０５円／回 

３割 １,６５８円／回 

退所時情報提供加

算（Ⅱ） 

２,７６２ 

円／回 

１割 ２７７円／回 医療機関へ退所する入所者について、退所

後の医療機関に対し、当該入所者の診療情

報を示す情報提供をした場合 

２割 ５５３円／回 

３割 ８２９円／回 

入退所前連携加算

（Ⅰ） 

６,６２４ 

  円／回 

１割 ６６３円／回 （Ⅱ）の条件に加え、入所予定日前又は入

所後 30 日以内に、退所後利用を希望する居

宅介護支援事業所と連携し退所後の利用方

針を定めた場合 

２割 １,３２５円／回 

３割 １,９８８円／回 

入退所前連携加算

（Ⅱ） 

４,４１６ 

  円／回 

１割 ４４２円／回 退所後に利用を希望する居宅介護支援事業

所に対し文書にて必要な情報提供をした場

合 

２割 ８８４円／回 

３割 １,３２５円／回 

退所時栄養情報連

携加算 
７７０円／回 

１割 ７７円／回 厚労省が定める特別食を必要とする者、又は低栄

養状態にあると医師が判断した者に対して、管理

栄養士が退所先の医療機関等に対して栄養管理

に関する情報を提供した場合 

２割 １５４円／回 

３割 ２３１円／回 

経口移行加算 ３０８円／日 

１割 ３１円／日 
経管栄養の方が経口摂取に移行するための

栄養管理を実施した場合 
２割 ６２円／日 

３割 ９３円／日 

経口維持加算（Ⅰ） 
４,４１６ 

円／月 

１割 ４４２円／月 摂食機能障害で誤嚥がある方へ経口維持計

画を作成し、多職種による食事観察や会議

等を行い特別な栄養管理を行う場合 

２割 ８８４円／月 

３割 １,３２５円／月 

経口維持加算（Ⅱ） 
１,１０９ 

円／月 

１割 １１１円／月 経口維持加算（Ⅰ）を算定しており、かつ食

事観察、会議等に人員基準に規定する以外の

医師、または歯科医師、歯科衛生士、言語聴

覚士のいずれかが参加している場合、（Ⅰ）に

加えて算定 

２割 ２２２円／月 

３割 ３３３円／月 
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項 目 金 額 参 考 金 額 備   考 

科学的介護推進体

制加算（Ⅱ） 
６６７円／月 

１割 ６７円／月 ADL 値・栄養状態・口腔機能・認知症の状

況その他の入所者の心身に係る基本的な

情報に加え、疾病の状況や服薬情報を厚労

省へ 3 月に 1 回提出した場合 

２割 １３４円／月 

３割 ２０１円／月 

安全対策体制加算 ２２５円／回 

１割 ２３円／回 外部の研修を受けた担当者が配置され、施

設内に安全対策部門を配置し、組織的に安

全対策を実施する体制が整備されている

こと（入所時に１回） 

２割 ４５円／回 

３割 ６８円／回 

協力医療機関連携

加算 

５５４円／月 

１割 ５６円／月 協力医療機関との間で、入所者等の同意を得

て、当該入所者等の病歴等の情報を有する会議

を定期的に開催していること。・相談対応を行

う体制 ・診療を行う体制 ・入院を原則とし

て受け入れる体制を確保している 

２割 １１１円／月 

３割 １６７円／月 

５１円／月 

１割 ６円／月 
上記以外の協力医療機関と連携している

場合 
２割 １１円／月 

３割 １６円／月 

高齢者施設等感染

対策向上加算（Ⅰ） 
１１２円／月 

１割 １２円／月 医療機関との間で新興感染症の発生時等

の対応を行う体制を確保していること。一

般的な感染症の発生時等の対応の取り決

めや感染症の発生時等に協力医療機関等

と連携していること。定期的に行う研修や

訓練に１年に１回以上参加していること。 

２割 ２３円／月 

３割 ３４円／月 

高齢者施設等感染

対策向上加算（Ⅱ） 
５１円／月 

１割 ６円／月 
医療機関から、３年に１回以上施設内で感

染者が発生した場合の感染制御等に係る

実地指導を受けていること 

２割 １１円／月 

３割 １６円／月 

再入所時栄養連携

加算 

２,２０８ 

円／回 

１割 ２２１円／回 
入所者が医療機関に入院し、再入所する

際、必要となる栄養管理が以前と大きく異

なる為、施設の管理栄養士が、医療機関の

管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を作成

した場合。（厚労省が定める特別食に限る） 

２割 ４４２円／回 

３割 ６６３円／回 

口腔衛生管理加算

（Ⅰ） 
９９６円／月 

１割 １００円／月 歯科医師又は指示を受けた歯科衛生士が、介護

職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び

指導を年２回以上実施し、各入所者の状況に応

じた口腔衛生管理を計画的に行った場合 

２割 ２００円／月 

３割 ２９９円／月 

口腔衛生管理加算

（Ⅱ） 

１,２１１ 

円／月 

１割 １２２円／月 （Ⅰ）に加え、口腔衛生等の管理に係る計

画内容の情報を厚労省に提出した場合 
 

２割 ２４３円／月 

３割 ３６４円／月 

自立支援促進加算 
３,３１７ 

円／月 

１割 ３３２円／月 医師が医学的評価を入所時に行い多職種の職

員が共同して支援計画に従ったケアを実施し、

３月に１回結果を厚労省へ提出した場合 
２割 ６６４円／月 

３割 ９９６円／月 
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項 目 金 額 参 考 金 額 備   考 

かかりつけ医連携

薬剤調整加算（Ⅰ）

イ 

１,５５０ 

円／回 

１割 １５５円／回 
入所後１月以内にかかりつけ医に、状況に応

じて処方内容を変更する可能性があること

について説明し同意を得ていること。また、

退所時又は退所後１月以内にかかりつけ医

に情報提供を行いその内容を診療録へ記載

した場合 

２割 ３１０円／回 

３割 ４６５円／回 

かかりつけ医連携

薬剤調整加算（Ⅰ）

ロ 

７７０円／回 

１割 ７７円／回 入所前に６種類以上の内服薬が処方されて

いた入所者について、施設において入所中

に服薬薬剤の評価及び調整を行い、かつ療

養所必要な指導を行うこと 

２割 １５４円／回 

３割 ２３１円／回 

かかりつけ医連携

薬剤調整加算（Ⅱ） 

２,６４９ 

円／回 

１割 ２６５円／回 
（Ⅰ）イ又はロを算定し、服薬情報等を厚

労省に提出した場合 
２割 ５３０円／回 

３割 ７９５円／回 

かかりつけ医連携

薬剤調整加算（Ⅲ） 

１,１０９ 

円／回 

１割 １１１円／回 （Ⅱ）を算定し、退所時に処方している内服

薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬

の１種類以上減少している場合 
２割 ２２２円／回 

３割 ３３３円／回 

認知症チームケア

推進加算（Ⅰ） 

１,６５３ 

円／月 

１割 １６６円／月 
入所者の総数のうち認知症の者の占める割

合が 1/2 以上であること。認知症介護の指導

に係る専門的な研修を修了している者又は

認知症介護に係る専門的な研修及び認知症

の行動等に資するケアプロブラムを含んだ

研修を修了した者を１名以上配置し、チーム

を組んで、評価・計画の見直しを行っている

こと 

２割 ３３１円／月 

３割 ４９６円／月 

認知症チームケア

推進加算（Ⅱ） 

１,３２４ 

円／月 

１割 １３３円／月 認知症介護に係る専門的な研修を修了して

いる者を１名以上配置し、チームを組んでい

ること 

２割 ２６５円／月 

３割 ３９８円／月 

認知症専門ケア加

算（Ⅰ） 
３０円／日 

１割 ３円／日 
入所者の総数のうち認知症の者の占める割

合が 1/2 以上であること。認知症の介護に係

る専門的な研修を修了している者を配置し、

チームとして専門的な認知症ケアを実施し

ていること。従業者に対して認知症ケアに関

する会議を定期的に実施していること 

２割 ６円／日 

３割 ９円／日 

認知症専門ケア加

算（Ⅱ） 
４１円／日 

１割 ５円／日 （Ⅰ）に加え、認知症介護の指導に係る専門的な

研修を修了している者を１名以上配置。介護職員、

看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

成、研修を実施または実施を予定していること。 

２割 ９円／日 

３割 １３円／日 

安全管理体制未実

施減算 
－５１円／日 

１割 －６円／日 
運営基準における事故の発生又は再発を防

止するための措置が講じられていない場合 
２割 －１１円／日 

３割 －１６円／日 

栄養ケアマネジメ

ント未実施減算 

－１５４ 

円／日 

１割 －１６円／日 

栄養マネジメント未実施の場合 ２割 －３１円／日 

３割 －４７円／日 

身体拘束廃止未実

施減算 
   

身体的拘束等の適正化を図るための措置が

されていない場合 
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（２）その他の利用料金 

項 目 金  額 ・ 備  考 

食 費 １,８５０円／日＊ 

ただし、介護保険負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記

載されている食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限

となります。 

利用者負担段階 食費 

利用者負担第１段階 ３００円 

利用者負担第２段階 ３９０円 

利用者負担第３段階① ６５０円 

利用者負担第３段階② １,３６０円 

※ 食費には、日常的に提供するおやつ、食材料費及び調理に係る費用

相当（調理器具・道具・備品費用を含む）が含まれています。 

居住費 

（療養室利用費） 

１,７３０円／日＊ …個室Ⅰ・個室Ⅱ 

５００円／日＊ …多床室・２人室 

ただし、介護保険負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記

載されている居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の

上限となります。 

居室区分 利用者負担段階 居住費 

ア 個室Ⅰ・Ⅱ 

第１段階 ５５０円 

第２段階 ５５０円 

第３段階① １,３７０円 

第３段階② １,３７０円 

イ 多床室 

第１段階 ０円 

第２段階 ４３０円 

第３段階① ４３０円 

第３段階② ４３０円 

※個室Ⅰ・Ⅱの居住費には、光熱水費と室料相当が、多床室の

居住費には、光熱水費相当が含まれています。 

※外泊時に居室を確保している場合は、居住費をお支払いいた

だきます。ただし、介護保険負担限度額認定を受けている方

は、外泊時費用算定時（６日間）には通常の負担限度額を、

それ以外の期間（６日を越える外泊）は利用者負担段階に関

わらず個室１,７３０円、多床室５００円の負担となります。 

 

＊「食費」及び「居住費」において、国が定める利用者負担段階に 

ついての詳細は、《別添資料１》をご覧下さい。 

特別な室料 １,２７０円／日 

個室Ⅰをご利用の場合、居住費に加え、占有面積（入所者１人に対す

る居室の面積）、専用のトイレ・洗面台及びその他備え付けの設備等に

対する追加的費用で個室をご利用いただく場合にお支払いいただきま

す。ただし、介護保険負担限度額認定を受けている方は、特別な室料

をいただきません。 

※ 外泊時において居室を確保している場合は、居住費と同様に 

特別な室料をお支払いいただきます。 
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項 目 金  額 ・ 備  考 

日用品費 

□ 同意する 

□ 同意しない 

２００円／日 

石鹸、ボディーシャンプー、シャンプー、お絞り等の費用であり、施

設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。 

教養娯楽費 

 

□ 同意する 

□ 同意しない 

１００円／日 

クラブ活動やレクリエーションで使用する折り紙、画用紙等の材料費

等の費用です。当施設では、手芸、園芸、書道、音楽、絵画クラブ等

に参加いただけます。 

理美容代 

 

□ 同意する 

□ 同意しない 

５００円／回 顔そりのみ 

２,０００円／回 カット（顔そり含む） 

 

理容をご利用の場合にお支払いいただきます。 

行事費 

 

８００円／月 

施設で毎月開催される行事の材料費、プレゼント等の費用であり、参

加いただいた場合にお支払いいただきます。 

衛生用品費 別紙明細参照 

歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、口腔ケア用スポンジ、口腔ケア

用ウエットティッシュの費用で、施設で用意したものを使用した場合

にお支払いいただきます。 

健康管理費 インフルエンザや肺炎球菌予防接種に係る費用で、予防接種をご希望

された場合にお支払いいただきます。 

私物洗濯代 ４,８００円／１ヶ月 

２,４００円／半月 

 

業者委託（株式会社 東基）をご希望される場合にお支払いいただき

ます。 

 

４．支払い 

請求書 

 

領収書 

月末締め翌月請求 

毎月１０日に、前月分の請求書を作成し、発送します。 

お支払いの確認後、領収書を交付いたします。 

口座振替の方は、領収書を次月の請求書と一緒に発送します。 

支払い方法 

 

口座振替 

現金支払（事務受付） 

銀行振込（埼玉縣信用金庫） 

 

支払い期日 

 

口座振替：２７日（銀行等休日の場合、その翌営業日） 

現金支払、銀行振込：月末日 
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介護老人保健施設入所重要事項についての同意書 
 

 

本書面の内容を証するため、本書２通を作成し、利用者、身元引受人及び当施設が署名又は記名捺

印のうえ各１通を保有するものとします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

当施設サービスの提供にあたり本書面に基づき重要な事項を説明しました。 

 

 

       事 業 所   所 在 地  埼玉県羽生市本川俣１３０５ 

              施 設 名  介護老人保健施設カノープス・羽生 

              施 設 長  鈴 木  公 明 

 

 

              説 明 者                                    印  

 

 

 

介護老人保健施設カノープス・羽生を入所利用するにあたり、介護老人保健施設入所利用重要事項

の内容に関して、担当者による説明を受け十分に理解しましたので同意します。 

 

 

＜利用者＞ 

住  所                   

 

氏  名                 印 

 

＜身元引受人＞ 

住  所                   

 

氏  名                 印 
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《別添資料１》 

 

国が定める利用者負担段階について 
 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階の利

用者には負担軽減策が設けられています。 

 

○ 「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段階の認定を受ける

には、利用者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人が登録している住所地の市町村に申請し、

市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階について

介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと、いった

ん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになります。 

 

○ 利用者負担第１段階・第２段階・第３段階①・②に該当する利用者とは、次のような方です。 
 

利用者負担段階 対 象 者 預貯金等 ※ 

第１段階 
生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村

民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方 

 

第２段階 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ年金収入等*

が８０万円以下の方 

単身６５０万円 

夫婦１,６５０万円 

第３段階

① 

所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ年金収入等*

が８０万円超１２０万円以下の方 

単身５５０万円 

夫婦１,５５０万円 

第３段階

② 

所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ年金収入等*

が１２０万円超の方 

単身５００万円 

夫婦１,５００万円 
 

 *年金収入等とは・・・公的年金等収入金額(非課税年金を含む)＋その他の合計所得金額 
※預貯金等とは・・・預貯金(普通・定期)、有価証券、金・銀など、投資信託、現金など 

 

◇ 第４段階の方でも次の要件の全てに該当する場合、食費・居住費の特例減額措置の対象にな

る場合がございます。詳細は市町村へお尋ねください。 

・ 世帯の年間収入から施設の利用者負担（介護サービスの利用者負担、食費・居住費）の見

込額を除いた額が８０万円以下 

・ ２人以上の課税世帯の方     ・世帯の現金、預貯金の額が合計４５０万円以下 

・ 介護保険料を滞納していない   ・日常生活に供する資産以外に資産がない 

 

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 

 

＜ 参 考 ＞ 
 
国が定めた基準費用（日額） 

居住費（滞在費） 
食 費 

ﾕﾆｯﾄ型個室 ﾕﾆｯﾄ型準個室 従来型個室 多床室 

２,０６６円 １,７２８円 １,７２８円 ４３７円 １,４４５円 

 


